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中労委、昭59不再２、昭60.8.7 

 

命 令 書 

 

 再審査申立人 株式会社昭文社 

 

 再審査被申立人 出版労連昭文社労働組合 

 

主  文 

１ 初審命令主文を次のとおり変更する。 

⑴ 第１項中「および同Ａ１」を削り、「両名」を「同人」に改める。 

⑵ 第２項中の記中「同Ａ１氏」を「元貴組合員Ａ１氏」に改める。 

２ その余の本件再審査申立てを棄却する。 

 

理  由 

第１ 当委員会の認定した事実 

  当委員会の認定した事実は、本件初審命令の理由第１の認定した事実のうち、その一部を

次のように改める以外は当該認定した事実と同一であるので、これを引用する。 

１ 初審命令の理由第１の１の⑴中「被申立人」を「再審査申立人」に、「本件申立時」を「初

審申立時」に改める。 

２ 初審命令の理由第１の１の⑵中「申立人」を「再審査被申立人」に、「本件が申し立てら

れた昭和56年７月13日当時は85名、現在は８名」を「初審申立時は85名、再審査結審時は

６名」に改める。 

３ 初審命令の理由第１の２の⑶中「当委員会」を「東京都地方労働委員会」に改める。 

４ 初審命令の理由第１の３の⑴の②の(エ)中「ており、この期間の営業実績を悪いと評価し

ているが、上記(ア)の期間は普通と評価している」を「この期間の営業成績を問題にしてい

るが、上記(ア)の期間の営業成績については特に問題にしていない」に改める。 

５ 初審命令の理由第１の３の⑴の②に、(オ)として次のように加える。 

(オ) なお、昭和56年４月ごろ、本社、首都圏内各営業所等に勤務する者で、過去に書店営

業を担当した経験がありながら、当時書店営業を担当していなかった者としては、Ａ２

のほかにＣ１、Ｃ２、Ｃ３等がいた。 

６ 初審命令の理由第１の３の⑶に、⑥として次のように加える。 

⑥ なお、会社は、従来、都市図の新刊発行を各営業所からの要望によって計画、実施し

ていたが、第21期（昭和54年10月から55年９月まで）からは、重点県を定めて、都市図

等の新刊、改訂を集中的に行い、これを販売することとし、重点県として、第21期は千

葉県、第22期（55年10月から56年９月まで）は埼玉県、第23期（56年10月から57年９月

まで）は神奈川県及び静岡県をそれぞれ定めたが、この各重点県を担当地域とする営業

所のうち増員をしたのは、第22期における埼玉営業所についてのみであった。 

７ 初審命令の理由第１の４の⑴の②中「当委員会」を「東京都地方労働委員会」に改める。 

８ 初審命令の理由第１の４の⑶に、④として次のように加える。 
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④ なお、Ａ１は、昭和59年３月６日、自己都合により会社を退職した。 

第２ 当委員会の判断 

  会社は、初審命令がＡ２及びＡ１に対して昭和56年５月１日付けで行った配置転換命令を

不当労働行為に当たると判断したことを不服として再審査を申し立てているので、以下判断

する。 

１ Ａ２の配置転換について 

⑴ 会社は、第22期における埼玉営業所の業績が当初全く不振であったが、それを回復さ

せるため直販比率の高い同営業所の営業員の増員を行うことが急務であり、これは組合

員を含む会社関係者の共通の認識であったので、Ａ２を同営業所へ配置転換させたもの

であると主張する。 

  しかしながら、初審命令の理由第１の３の⑶の①認定のとおり、組合結成前の昭和56

年１月に当時のＢ１埼玉営業所長が品出し要員としてアルバイト１名の増員を本社に対

して要求したが、予算アップを考えて文書で要請しろといわれ断念した経緯があったこ

と、さらに同所長が４月８日社長に対し、同月22日営業部Ｂ２次長に対し、それぞれ品

出し要員の増員を要請した経緯があったことは認められるが、埼玉営業所から営業員の

増員を要求した事実は認められず、また、組合からも同営業所の職員の増員について要

求した事実は認められない。したがって、同営業所の営業員の増員が組合員を含む会社

関係者の共通の認識であったとは認められない。 

  しかも、会社は、第22期においては埼玉県を重点地域としたから本件配置転換を行っ

たとも主張するが、初審命令の理由第１の３の⑶に前記第１の６により加えられた⑥認

定のとおり、第21期の重点県として定められた千葉県、第23期の重点県として定められ

た神奈川県及び静岡県をそれぞれ担当地域とする千葉、横浜の各営業所について増員が

なされていないことからすると、重点地域とすることと増員することとの間に直接的な

関連性が存するものとは認められないばかりでなく、従来、営業所の営業員を増員する

場合は、当該営業所の売上げ目標高のアップにつき指示がなされるのが通例であったに

もかかわらず、本件Ａ２の配置転換に際して埼玉営業所長に対してそのような指示がな

された事実はないことからみて、会社の主張はにわかに措信し難い。 

⑵ 会社は、Ａ２が書店営業を担当していたことがあり、開発部において主として埼玉県

等の地域を担当していたので、埼玉営業所の営業員として最適任者であったこと、同人

は開発部における成績が不良であり、開発業務には不適任であったこと等の理由から、

同人を埼玉営業所の営業員として配置転換させたものであると主張する。 

  しかしながら、Ａ２は昭和50年２月に入社し、その直後の約６カ月間書店営業を担当

していたことはあるが、それ以後は56年５月の本件配置転換に至るまで一貫して開発業

務を担当していたものであり、書店営業の経験は極めて短かかったこと、初審命令の理

由第１の３の⑴の②に前記第１の５により加えられた(オ)認定のとおり、当時、本社、首

都圏内各営業所等には他にも書店営業の経験のある者がいたこと、同人が開発部におい

て担当していたのは主として首都圏における官公庁の開発業務であり、埼玉営業所にお

ける書店営業に関する業務はこれと明らかに異なるものであること等からすれば、同人

が埼玉営業所の営業員として最適任者であったとする会社の主張には合理性が乏しい。 

  なお、会社は、初審命令の理由第１の３の⑴の②認定の営業実績表を示して、開発部
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におけるＡ２の営業成績が他の者に比べて不良であった点を挙げている。しかし、初審

命令の理由第１の３の⑴の②の前記第１の４により改められた(エ)認定のとおり、会社は、

同人の営業成績に関して昭和54年10月１日から55年９月30日までの期間については特に

問題にしていないのに、55年10月１日から56年３月31日までの期間については問題にし

ているが、会社が何を基準として同人の営業成績をこのように評価したのか明らかでな

いばかりでなく、他の開発部員について両期間の営業成績を比べてみると、数字の変動

が極めて大きい者もおり、さらに開発部員であっても営業対象の違いによって当然生ず

る営業活動の差異を捨象して両期間の数字を同列に論ずるのは甚だ疑問であって、上記

の営業実績表によってＡ２の営業成績が他の者に比べて不良であったとは認め難い。 

⑶ さらに、会社は、同人は本件配置転換を了解しており、また、組合に対してもその理

由を説明したところ特に反論はなく、手続的にも全く問題がなかったものであると主張

するが、Ａ２及びＡ１の両名に対する配置転換の内示があった昭和56年４月27日以降、

組合及び両名は会社に対して配置転換の理由について説明を求めていること、同年５月

８日、12日及び13日に組合は両名に対する配置転換命令の撤回を求めてストライキを行

っていること、その間両名は命じられた配置転換先への赴任を拒否していたこと等の事

実に徴すれば、会社の主張はにわかに首肯し難い。 

⑷ そこで、Ａ２の組合活動についてみると、同人は、昭和53年９月、組合の準備組織が

つくられた際その委員長に就任し、55年10月、組合結成のための準備会が結成された際

その執行委員となり、組合結成後においては団体交渉で交渉委員の中心となって発言し

たこと、同人の配置転換が定期異動と異なる時期に、しかも組合結成の２カ月後に行わ

れたこと等と上記⑴から⑶までの判断とを併せ考えると、会社が挙げているＡ２の配置

転換の理由にはいずれも合理性が認められず、本件配置転換は、会社の嫌悪する「執行

部内の数名の者達」の一人である同人を本社から隔離することによって、同人の組合活

動を減殺し、組合執行部の動揺と組合の弱体化を企図して行った不当労働行為に当たる

とした初審判断は相当である。 

２ Ａ１の配置転換並びに同人及び組合の被救済利益について 

  会社は、Ａ１は自己都合により会社を退職したので、同人に関する未解決の問題はない

と主張する。 

⑴ Ａ１の配置転換が不当労働行為に当たるか否かについての当委員会の判断は、この点

に関する初審判断と同旨であるので、初審命令の理由第２の３の⑵を引用する。 

⑵ しかし、初審命令の理由第１の４の⑶に前記第１の８により加えられた④認定のとお

り、Ａ１は昭和59年３月６日会社を退職したことが認められるので、原職復帰を命ずる

に由なきものとなっている。したがって、初審命令主文第１項を主文のとおり変更する。 

  他方、同人の配置転換により組合が蒙った団結権の侵害についての組合の被救済利益

はなお引き続き存するものといわざるを得ない。したがって、初審命令主文第２項は相

当である。 

  以上のとおりであるので、主文のとおり初審命令を変更するほかは、本件再審査申立て

には理由がない。 

  よって、労働組合法第25条及び第27条並びに労働委員会規則第55条の規定に基づき主文

のとおり命令する。 
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 昭和60年８月７日 

     中央労働委員会 

     会長 石 川 吉右衛門 


